
安芸高田市の給与・定員管理等について 
 

 

１ 総括 
（1）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳 

人    口 
(平成 24年度末) 

歳 出 額 
(Ａ) 

実質収支 人 件 費 
(Ｂ) 

人件費率 
(Ｂ／Ａ) 

(参考) 
平成 23度の 

人件費 

平成 24年度   30,721人 25,417,393千円 689,658千円 4,190,122千円 16.5％ 20.3％ 

 

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 職員数 
(Ａ) 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 
(Ｂ／Ａ) 給  料 職員手当 期末勤勉手当 

計 
(Ｂ) 

平成 24年度 372人 1,579,216千円 228,509千円 582,009千円 2,389,734千円 6,424千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は、平成 24年 4月 1日現在の人数です。  

３ 給与費については、任期付短時間職員（再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職 

員を含んでいない。 

 

（3）特記事項 

 （給与減額の状況） 

 国の要請等を踏まえた 

減額措置の取組 
減額実施期間又は減額を実施していない場合はその理由 

実 施 平成 25年 7月 1日から平成 26年 3月 31日まで 

抑制済又は減額措置の内容 

 

（給料） 

 H25.4.1現在ラスパイレス指数：109.3（参考値（※）：100.9） 

 H25.7.1現在ラスパイレス指数：103.0 

 ※参考値は国家公務員の時限的（2 年間）の給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いとした場合

の値である。 

 

 職務の級に応じて、給料月額から次の割合を減じる。 

  1～3級：▲3％  4･5級：▲6％  6･7級：▲8％ 

   

 

（手当） 

  ①管理職手当：職務の級にかかわらず、一律 8％を減じる 

  ②地域手当：支給対象者の給料月額の減額率を減じる 

  ③時間外勤務手当：支給対象者の給料月額の減額率を減じた時間単価により算出する 

 

 

 （その他） 

  ①平成 25年 7月 1日から平成 26年 3月 31日までの間、特別職の給料を減額しています。 

   （市長：▲15％、副市長：▲10％、教育長：▲10％） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（4）ラスパイレス指数の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構

成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100

として計算した指数。 

  ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。 

 ３ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いとした場合の

値である。 

 

（5）給与改定の状況 
   安芸高田市には人事委員会が設置されていないため、人事委員会による勧告はありません。 

   月例給の給与改定率及び特別給の年間支給月数は、国に準じて改定を行っています。 

 

  ①月例給 

区 分 

人事委員会の勧告 

給与改定率 

 （参考） 

国の改定率 民間給与 

    Ａ 

公務員給与 

    Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

24年度 
    円 

― 

    円 

― 

    円 

（―％） 

   ％ 

― 

    ％ 

― 

    ％ 

― 

 （注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の 4 月分の給与額をラスパイレス比較した平均給

与月額である。 

  

 ②特別給（期末・勤勉手当） 

区 分 

人事委員会の勧告 

年間支給月数 

 （参考） 

国の年間 

支給月数 
民間の支給 

割合  Ａ 

公務員の 

支給月数Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

24年度 
    月 

― 

    月 

― 

    月 

― 

   月 

― 

月 

― 

月 

― 

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当

及び勤勉手当の年間支給月数である。 
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２  職員の平均給与月額、初任給等の状況 
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

安芸高田市 45.2歳 354,290円 399,977円  370,575円 

広島県 44.5歳 345,681円 435,921円  383,628円 

国 43.1歳 
307,220円 

（332,446円） 
－ 

376,257円 

（405,463円） 

類似団体 42.8歳 322,051円 372,860円 347,747円 

 

② 消防職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

安芸高田市 36.4歳 299,508円 368,075円 317,903円 

類似団体 38.2歳 288,655円 347,809円 315,306円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成 25年 4月 1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。                                                                           

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したものあり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 

  また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除

いたもの）で算出している。 

３ 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書きは、給与改定・臨時

特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）である。 

 

（2）職員の初任給の状況（平成 25年 4月 1日現在）                                        

区    分 安芸高田市 広島県 国 

一般行政職 
大学卒 161,600円 176,278円 163,987円（172,200円） 

高校卒 140,100円 142,462円 133,418円（140,100円） 

技能労務職 高校卒 135,600円 133,899円 － 

消 防 職 高校卒 158,100円 － － 

  （注）国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）で

ある。 

 

（3） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

区    分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 

大学卒 － 304,833円 330,400円 382,688円 406,253円 

短大卒 － 291,300円 334,600円 381,720円 392,600円 

高校卒 － － 328,400円 369,400円 387,500円 

技能労務職 高校卒 － － － － － 

消 防 職 

大学卒 － － － － － 

短大卒 253,300 － － － － 

高校卒 － － 332,933円 391,200円 － 

（注） 該当の職員が不在の箇所は「－」で表示しています。 

 

 

 

 



 

 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（1） 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

１ 級 主事 4人 1.4％ 
円 

135,600 

円 

243,700 

２ 級 主事 9人 3.2％ 
円 

185,800 

円 

307,800 

３ 級 主任主事、主任 56人 19.8％ 
円 

222,900 

円 

354,700 

４ 級 専門員 49人 17.3％ 
円 

261,900 

円 

388,300 

５ 級 課長補佐・係長・主査 114人 40.3％ 
円 

289,200 

円 

411,700 

６ 級 課長・支所長・主幹 42人 14.8％ 
円 

320,600 

円 

430,400 

７ 級 部長 9人 3.2％ 
円 

366,200 

円 

456,200 

（注）１ 安芸高田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 18年に 8級制から 7級制に変更しています。（旧給料表の 3級及び 4級を統合） 

 

（2） 昇給への勤務成績の反映状況 
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 昇給に対する勤務成績への反映は、病気休暇や欠勤などの日数が一定の日数を超えた職員、懲戒処分等

を受けた者に対して、昇給号給数の調整を行っています。 

 将来的には昇給に対する勤務成績への反映も考慮しつつ、平成 21 年度から管理職（課長以上）を対象

に、また、平成 24年度から管理職以外の職員を対象に人事評価制度の導入に向けた試行を行っています。 



 

 

 

４ 職員の手当の状況 

 

（1） 期末手当・勤勉手当 

安芸高田市 広島県 国 

１人当たり平均支給額 

（平成24年度） 

1,545千円 

１人当たり平均支給額 

（平成24年度） 

1,540千円 

－ 

（平成24年度支給割合） 

  期末手当    勤勉手当  

2.60月分   1.35月分 

( 1.45 )月分 ( 0.65 )月分 

（平成24年度支給割合） 

  期末手当    勤勉手当  

2.60月分   1.35月分 

( 1.45 )月分 ( 0.65 )月分 

（平成24年度支給割合） 

  期末手当    勤勉手当  

2.60月分   1.35月分 

( 1.45 )月分 ( 0.65 )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算     5％～20％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算     5％～20％ 

・管理職加算   15％～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算     5％～20％ 

・管理職加算   10％～25％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 
【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況 

 

 

 

 

 

 
（2） 退職手当（平成 25年 4月 1日現在） 

安芸高田市 国 

（支給率）       自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年      23.03月分    28.7875月分 

勤続２５年        32.83月分     38.955月分 

勤続３５年        46.55月分     55.86月分 

最高限度額        55.86月分     55.86月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置  2％～20％加算 

１人当たり平均支給額 （勧奨・定年）（その他） 

26,332千円  13,539千円 

（支給率）       自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年      23.03月分    28.7875月分 

勤続２５年        32.83月分     38.955月分 

勤続３５年        46.55月分     55.86月分 

最高限度額        55.86月分     55.86月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置  2％～20％加算 

 

（注）１ 退職手当については、広島県市町総合事務組合で定められた条例により支給されています。 

２ 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 24年度に退職した職員に支給された平均額です。 
 
（3） 地域手当（平成 25年 4月 1日現在） 

支給実績（平成24年度決算） 369千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 122,852円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

東京都特別区 12％  人 18％ 

大阪府大阪市 10％  人 15％ 

広島県広島市 3％ 3人 10％ 

 
 
 
 
 

 勤勉手当に対する勤務実績の反映は、基準日（6月 1日及び 12月 1日）以前の 6ヶ月間において、病気

休暇や欠勤などの日数が一定の日数を超えた職員、懲戒処分を受けた者等に対して、支給率の調整を行って

います。 

 将来的には勤勉手当に対する勤務成績への反映も考慮しつつ、平成 21年度から管理職（課長以上）を対

象に、また、平成 24年度から管理職以外の職員を対象に人事評価制度の導入に向けた試行を行っています。 



 
 
 
（4） 特殊勤務手当（平成 25年 4月 1日現在） 

支給実績（平成24年度決算） 2,167千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 47,890円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成24年度） 9.7％ 

手当の種類（手当数） 7種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（24年度決算） 
左記職員に対する支給単価 

市税等徴収事務職

員の特殊勤務手当 

税務職員及び税外収入金

等の徴収事務職員 

滞納金の徴収のため出張

し、滞納整理に従事した場

合 

86千円 500円／日 

防疫等作業職員の

特殊勤務手当 

防疫等作業に従事する職

員 

感染症患者若しくは感染

症の疑いのある患者等に

対する処理作業に従事し

た場合又は家畜伝染病等

に対する防疫作業に従事

した場合 

ー千円 500円／日 

行旅病人等取扱職

員の特殊勤務手当 

行旅病人及び行旅死亡人

取扱に従事した職員 

行旅病人の救護作業に従

事した場合 
－千円 1,000円／件 

行旅死亡人の取扱作業に

従事した場合 
－千円 3,000円／件 

社会福祉業務等従

事職員の特殊勤務

手当 

社会福祉事務に従事する

職員 

現業を行う職員又は直接

その指導を行う職員 
660千円 10,000円／月 

精神保健福祉業務に従事

する職員 

精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律に規定

する相談及び指導の現業

事務に直接従事する職員

等 

－千円 500円／日 

し尿処理業務従事

職員の特殊勤務手

当 

し尿処理施設に勤務する

職員 

常時現場においてし尿処

理に関する業務に従事し

た職員 

120千円 10,000円／月 

水道業務従事職員

の特殊勤務手当 
水道業務に従事する職員 

水道料金の滞納整理に伴

い、給水の停止業務に従事

した場合 

－千円 500円／日 

消防職員の特殊勤

務手当 
消防業務に従事する職員 

（火災出動手当） 

職員が火災出動し、かつ、

消火作業に従事した場合 

45千円 
・機関運行者 

・その他の者 

300円／件 

200円／件 

（救急出動手当） 

職員が救急出動し、かつ、

救急業務に従事した場合 

1,191千円 

・機関運行者 

・救急救命士 

・その他の者 

300円／件 

400円／件 

200円／件 

（救助出動手当） 

職員が救助出動し、かつ、

救出救助業務に従事した

場合 

16千円 

・機関運行者 

・救急救命士 

・その他の者 

300円／件 

400円／件 

200円／件 

（潜水手当） 

職員が潜水器具を着用し

て潜水作業に従事した場

合（潜水訓練も含む。） 

50千円 
・作業 

・加算額 

500円／回 

500円／時間 

 

（5） 時間外勤務手当 

支給実績（平成24年度決算） 91,590千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 321千円 

支給実績（平成23年度決算） 83,499千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 333千円 

 

 



（6） その他の手当（平成 25年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 
支給実績 

（平成24年度決算） 

支給職員 

１人当たり 

平均支給年額 
（平成24年度決算） 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給される手当。 

同 － 56,202千円 241,202円 

・配偶者            13,000円 

・配偶者以外の扶養親族      6,500円 

・配偶者のない職員の扶養親族のうち 1人 

11,000円 

・特定期間（満 16歳の年度初めから満 22歳 

の年度末までの子）の加算    5,000円 

住居手当 

○月額 12,000 円を超える家賃等を支払ってい

る職員に支給される手当。 
同 － 

19,526千円 249,066円 

（借家・借間） 

最高支給限度額 27,000円 

○単身赴任手当を支給され留守家族が居住する

借家・借間の家賃を負担している職員に支給

される手当。 

・上記、借家・借間の支給額の 1/2 

最高支給限度額 13,500円 

同 － 

○自宅に居住する世帯主である職員に支給され

る手当 

（自宅） 

・新築又は購入後（5年間に限り） 2,500円 

－ － 

通勤手当 

○通勤のため,交通機関等を利用してその運賃

等を負担することを常例とする職員,自動車

等を使用することを常例とする職員及びこれ

らを併用することを常例とする職員に支給さ

れる手当。 

 

 

 

 

 

同 

 

 

 

 

 

－ 28,767千円 84,954円 
（交通機関等の利用者） 

・運賃等相当額 

（自動車等の使用者） 

通勤距離に応じ、5㎞未満（2,000円）～ 

60㎞以上（24,500円） 

同 － 

（交通機関等と自動車等との併用者） 

・運賃相当額＋上記自動車等の使用者の額 
同 － 

単身赴任 

手  当 

○異動等に伴い転居し,やむを得ない事情等に

より配偶者と別居し,単身で生活することを

常況とする職員等に支給される手当。 

同 － － － 
・基本額            23,000円 

・職員の住居と配偶者の住居との間の距離に 

応じて次の額を加算額 

100㎞以上 300㎞未満（6,000円）～ 

1,500㎞以上（45,000円） 

管 理 職 

手  当 

○管理又は監督の地位にある職員の職のうち,

その職務の特殊性に基づき支給される手当。 

異 

国の制度 

俸給表別、職務

の級別、俸給特

別調整額の区

分別に定めら

れた額を支給 

28,920千円 527,419円 
・対象区分に応じ, 給料月額×10％～12％ 

（例） 

 部長       12％ 

 次長       11％ 

課長・室長    10％ 

休日勤務 

手  当 

○休日等において正規の勤務時間中に勤務する

ことを命ぜられ,勤務した場合に支給される

手当。 
同 － 9,654千円 287,729円 

・勤務１時間当たりの給与額×135％×時間数 

夜間勤務 

手  当 

○正規の勤務時間として,夜間（午後 10時から

翌日の午前 5時までの間）に勤務することを

命ぜられ,勤務した場合に支給される手当。 
同 － 3,923千円 121,331円 

・勤務１時間当たりの給与額×25％×時間数 

管 理 職 

特別勤務 

手  当 

○管理職手当支給対象職員が,臨時又は緊急の

必要その他の公務の運営の必要により週休日

又は祝日法による休日等若しくは年末年始の

休日等に勤務した場合に支給される手当。 
異 

国の制度 

職員区分、勤務

時間に応じ 

6,000 円 ～

18,000円 

148千円 21,142円 

・職員区分,勤務時間に応じ 

6,000円から 12,000円／回 



手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 
支給実績 

（平成24年度決算） 

支給職員 

１人当たり 

平均支給年額 
（平成24年度決算） 

宿 日 直 

手  当 

○宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合

に支給される手当。 

同 － － － 
・勤務 1回につき        4,200円 

・勤務時間が 5時間未満の場合  50／100 

・執務時間が午前 8時 30分から午後 0時 30分

までと定められている日等の退庁時から引き

続き行われる宿直勤務     150／100 



５ 特別職の報酬等の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

 

区     分 給   料   月   額   等 

給
料 

市     長 

副  市  長 

教  育  長 

860,000円 

700,000円 

620,000円 

（参考）平成24年度類似団体における最高/最低額 

  989,000円 / 259,000円 

  816,000円 / 483,000円 

 －  /  － 

報
酬 

議     長 

副  議  長 

議     員 

410,000円 

355,000円 

325,000円 

 545,000円 / 230,000円 

 474,000円 / 200,000円 

 450,000円 / 180,000円 

期
末
手
当 

市     長 

副  市  長 

（平成24年度支給割合） 

3.95月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

（平成24年度支給割合） 

3.95月分 

退
職
手
当 

 

 

市     長 

副  市  長 

教  育  長 

 

   

（算定方式）                     （1期の手当額） （支給時期） 

給料月額×支給率（500/100）×年数  17,200,000円   任期毎 

給料月額×支給率（300/100）×年数  8,400,000円   任期毎 

給料月額×支給率（250/100）×年数  6,200,000円   任期毎 

 

備     考  

（注）１ 退職手当については、広島県市町総合事務組合で定められた条例により支給されます。 

   ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた 

場合における退職手当の見込額である。 

   

６ 職員数の状況 
（1）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在） 

          区 分 

部 門 

職  員  数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成24年 平成25年 

一
般
行
政
部
門 

議  会 

総  務 

税  務 

民  生 

衛  生 

労  働 

農林水産 

商  工 

土  木 

6  

91  

25  

109  

10  

  

24  

4  

31  

6  

89  

25  

101  

10  

  

23  

4  

31  

0  

△2  

0  

△8  

0  

  

△1  

0  

0  

 

退職者不補充 

 

退職者不補充、国保事務組織強化に伴う減 

 

 

退職者不補充 

 

 

小  計 300  289  △11  

〈参考〉 

人口1万人当たり職員数    94.2人 

（類似団体の人口1万人当たり職員数 － 人） 

部 
 

門 

特
別
行
政 

教  育 

消  防 

35  

49  

34  

49  

△1  

0  

退職者不補充 

 

小  計 84  83  △1  

〈参考〉 

人口1万人当たり職員数    27.1人 

（類似団体の人口1万人当たり職員数 － 人） 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

水   道 

下 水 道 

そ の 他 

7  

10  

19  

7  

10  

20  

0  

0  

1  

 

 

国保事務組織強化 

小  計 36  37  1   

合  計 
420  

[ 525 ] 

409  

[ 525 ] 

△11  

[ 525 ] 

〈参考〉 

人口1万人当たり職員数    133.3人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計です。 
 



 

（2）年齢別職員構成の状況（平成 25年 4月 1日現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
20歳 

 

未満 

20歳 

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳 

～  
35歳 

36歳 

～  
39歳 

40歳 

～  
43歳 

44歳 

～  
47歳 

48歳 
～  

51歳 

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳 
 

以上 
計 

職員数 
人 

5 

人 

7   

人 

19  

人 

13   

人 

28   

人 

77   

人 

59   

人 

46   

人 

52   

人 

39   

人 

63   

人 

1   

人 

409  

 

（3）職員数の推移 
年度 

部門別 
平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

過去 5年間の増減数

（率） 

一般行政 310 311 307 309 300 289 ▲21（▲6.8％） 

教育 57 56 55 37 36 35 ▲22（▲38.6％） 

消防 48 50 51 49 49 49 ＋1（2.1％） 

普通会計計 415 417 413 395 385 373 ▲42（▲10.1％） 

公営企業等会計計 55 43 37 36 36 37 ▲18（▲32.7％） 

総合計 470 460 450 431 421 410 ▲60（▲12.8％） 

 (注) 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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７ 公営企業職員の状況 

 

（1） 水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総費用 
（Ａ） 

純損益又は 

実質収支 
職員給与費 
（Ｂ） 

総費用に占める 

職員給与費比率 
（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

平成23年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成24年度 237,444千円 11,736千円 17,045千円 7.2％ 6.9％ 

 

区 分 職員数 
(Ａ) 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 
(Ｂ／Ａ) 給 料 職員手当 期末勤勉手当 

計 
(Ｂ) 

平成 24年度 2人 8,672千円 553千円 3,129千円 12,354千円 6,177千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は、平成 24年 3月 31日現在の人数です。  

 
② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成 25年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

安芸高田市（一般行政職） 45.2歳 366,828円 524,832円 

水道事業 45.0歳 365,250円 511,108円 

（注）１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。 

２ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 
     ③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

水 道 事 業  安芸高田市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（平成24年度） 

1,564千円 

１人当たり平均支給額（平成24年度） 

1,545千円 

（平成24年度支給割合） 

       期末手当        勤勉手当 

        2.60月分       1.35月分 

       ( 1.45 )月分    ( 0.65 )月分 

（平成24年度支給割合） 

       期末手当        勤勉手当 

        2.60月分       1.35月分 

       ( 1.45 )月分    ( 0.65 )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     5％～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     5％～20％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 25年 4月 1日現在） 

水 道 事 業 安芸高田市（一般行政職） 

（支給率）       自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年      23.03月分    28.7875月分 

勤続２５年        32.83月分     38.955月分 

勤続３５年        46.55月分     55.86月分 

最高限度額        55.86月分     55.86月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置  2％～20％加算 

１人当たり平均支給額        －千円 

（支給率）       自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年      23.03月分    28.7875月分 

勤続２５年        32.83月分     38.955月分 

勤続３５年        46.55月分     55.86月分 

最高限度額        55.86月分     55.86月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置  2％～20％加算 

１人当たり平均支給額      26,332千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、24年度に退職した職員に支給された平均額です。 



 

   ウ 地域手当 支給なし 

 

エ 特殊勤務手当（平成 25年 4月 1日現在） 

支給実績（平成24年度決算）    －千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算）    －千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成24年度）    －％ 

手当の種類（手当数） 2種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（24年度決算） 
左記職員に対する支給単価 

市税等徴収事務職

員の特殊勤務手当 

税務職員及び税外収入

金等の徴収事務職員 

滞納金の徴収のため出張

し、滞納整理に従事した場

合 

－千円 500円／日 

水道業務従事職員

の特殊勤務手当 

水道業務に従事する職

員 

水道料金の滞納整理に伴

い、給水の停止業務に従事

した場合 

－千円 500円／日 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成24年度決算） 289千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 227千円 

支給実績（平成23年度決算） 796千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 268千円 

 

カ その他の手当（平成 25年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 
支給実績 

（平成24年度決算） 

支給職員 

１人当たり 

平均支給年額 
（平成24年度決算） 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給される手当。 

同 － － － 

・配偶者            13,500円 

・配偶者以外の扶養親族      6,500円 

・配偶者のない職員の扶養親族のうち 1人 

11,000円 

・特定期間（満 16歳の年度初めから満 22歳 

の年度末までの子）の加算    5,000円 

住居手当 

○月額 12,000 円を超える家賃等を支払ってい

る職員に支給される手当。 
同 － 

3千円 2,500円 

（借家・借間） 

最高支給限度額 27,000円 

○単身赴任手当を支給され留守家族が居住する

借家・借間の家賃を負担している職員に支給

される手当。 

・上記、借家・借間の支給額の 1/2 

最高支給限度額 13,500円 

同 － 

○自宅に居住する世帯主である職員に支給され

る手当 

（自宅） 

・新築又は購入後（5年間に限り） 2,500円 

－ － 

通勤手当 

○通勤のため,交通機関等を利用してその運賃

等を負担することを常例とする職員,自動車

等を使用することを常例とする職員及びこれ

らを併用することを常例とする職員に支給さ

れる手当。 

 

 

 

 

 

同 

 

 

 

 

 

－ 262千円 130,800円 
（交通機関等の利用者） 

・運賃等相当額 

（自動車等の使用者） 

通勤距離に応じ、5㎞未満（2,000円）～ 

60㎞以上（24,500円） 

同 － 

（交通機関等と自動車等との併用者） 

・運賃相当額＋上記自動車等の使用者の額 
同 － 



 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 
支給実績 

（平成24年度決算） 

支給職員 

１人当たり 

平均支給年額 
（平成24年度決算） 

単身赴任 

手  当 

○異動等に伴い転居し,やむを得ない事情等に

より配偶者と別居し,単身で生活することを

常況とする職員等に支給される手当。 

同 － － － 
・基本額            23,000円 

・職員の住居と配偶者の住居との間の距離に 

応じて次の額を加算額 

100㎞以上 300㎞未満（6,000円）～ 

1,500㎞以上（45,000円） 

管 理 職 

手  当 

○管理又は監督の地位にある職員の職のうち,

その職務の特殊性に基づき支給される手当。 

異 

国の制度 

俸給表別、職

務の級別、俸

給特別調整

額の区分別

に定められ

た額を支給 

－ － 
・対象区分に応じ, 給料月額×8％～10％ 

（例） 

  部長       12％ 

  次長       11％ 

課長・室長    10％ 

休日勤務 

手  当 

○休日等において正規の勤務時間中に勤務する

ことを命ぜられ,勤務した場合に支給される

手当。 
同 － － － 

・勤務１時間当たりの給与額×135％×時間数 

夜間勤務 

手  当 

○正規の勤務時間として,夜間（午後 10時から

翌日の午前 5時までの間）に勤務することを

命ぜられ,勤務した場合に支給される手当。 
同 － － － 

・勤務１時間当たりの給与額×25％×時間数 

管 理 職 

特別勤務 

手  当 

○管理職手当支給対象職員が,臨時又は緊急の

必要その他の公務の運営の必要により週休日

又は祝日法による休日等若しくは年末年始の

休日等に勤務した場合に支給される手当。 
異 

国の制度 

職員区分、勤

務時間に応

じ 

6,000 円 ～

18,000円 

－ － 

・職員区分,勤務時間に応じ 

6,000円から 12,000円／回 

宿 日 直 

手  当 

○宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合

に支給される手当。 

同 － － － 
・勤務 1回につき        4,200円 

・勤務時間が 5時間未満の場合  50／100 

・執務時間が午前 8時 30分から午後 0時 30分

までと定められている日等の退庁時から引き

続き行われる宿直勤務     150／100 

 


